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vol.34平成 29 年 4 月 1 日（土）、高野山ギャラリーにて『第二回　高野山書道展』

が開催されました。
高野山ゆかりの有志の皆さんによる『地元発信の書道展』で多くの方々が
出品されていました。
オープニングセレモニーとして、和歌山県書写教育研究会主催第 68 回県下
書初会において、特金受賞した高野山小学校、高野山中学校の生徒に、町長
が表彰しました。

第二回　高野山書道展
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杖
ヶ
藪
に
は
地
名
の
由
来
と
な
っ

た
井
戸
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の

文
化
年
間
頃
の
様
子
を
描
い
た
『
紀き

伊の

国く
に

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』
の
「
杖つ

え
が
や
ぶ藪

」
と
い

う
箇
所
を
み
る
と
「
里
の
老
人
が
伝

え
て
い
う
に
は
、
弘
法
大
師
が
霊
杖

を
使
っ
て
、
こ
こ
に
加か

持じ

水す
い

を
掘
り

出
し
、
そ
の
杖
を
投
げ
た
と
こ
ろ
、

不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
杖
か
ら
枝
葉

が
繁
茂
し
て
つ
い
に
藪
に
な
っ
た
。

こ
の
加
持
水
は
清
い
水
で
こ
ん
こ
ん

と
湧
き
出
て
今
も
あ
る
。
藪
も
ま
た

緑
が
深
い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
師
井
戸
と
い
わ
れ
、
近
く
に
「
谷た

ん

ノの

井い

の
お
大
師
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ

る
弘
法
大
師
が
祀
ら
れ
、
地
元
の
方

が
大
切
に
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

村
の
人
の
言
い
伝
え
で
は
、
弘
法

大
師
の
恩
に
少
し
で
も
報
い
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
と
、
毎
月
地
元
で

採
れ
る
野
菜
や
果
物
を
集
め
、
奥
之

院
へ
お
供
え
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。
そ
の
行
事
を
「
御ご

番ば
ん

雑ぞ
う

事じ

」
と
い
い
平
成
22
年
（
２
０
１
０
）

ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

杖
ヶ
藪
村
は
、
明
治
22
年
（
１
８

８
９
）
に
高
野
村
の
う
ち
の
大
字

「
杖
ヶ
藪
」
と
な
り
ま
し
た
。『
紀き

伊い

続し
ょ
く

風ふ

土ど

記き

』
に
よ
る
そ
れ
ま
で
の
村

の
様
子
は
、「
杖
ヶ
藪
村
は
南
に
面

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
摩
尼
荘
中
に

お
い
て
は
や
や
暖
か
い
。
ま
た
当
村

は
、
田
地
は
少
な
い
が
、
戸
数
が
30

戸
余
り
あ
る
の
は
、
高
野
山
の
位い

は
い牌

を
製
造
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日に

っ

牌ぱ
い

・
月が

っ

牌ぱ
い

に
用
い
る
た
め
の
品
物
か

ら
彫
刻
な
ど
し
た
精
巧
な
物
ま
で
作

り
出
し
て
生な
り

業わ
い

と
し
て
い
る
」
と
あ

り
ま
す
。
杖
ヶ
藪
は
位
牌
作
り
の
職

人
の
里
で
も
あ
る
の
で
す
。

（
教
育
委
員
会
）

5
月
3
日
　

　
　
ま
ち
か
ど
サ
ロ
ン
開
館
式

5
月
20
日
　

　
　
お
逮
夜
ナ
イ
ト
ウ
ォ
ー
ク

　
　
高
野
山
学

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
民
の
皆
様
か
ら
の
俳

句
・
川
柳
な
ど
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。
ふ
る
っ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
掲
載
希
望
の
方
は
企
画

公
室
企
画
広
報
係（
☎
56
︱
２
９
３
２
）ま
で
！

形
見
な
る
稚
児
雛
人
形
の
小
袖
褪
せ
　
　

　
　
堂
本
　
洋
子

五
目
飯
目
か
ら
う
ろ
こ
の
春
な
ら
い
　
　

　
　
上
岡
　
敏
夫

パ
リ
ッ
ポ
リ
ッ
と
せ
ん
べ
い
の
音
春
火
鉢

　
　
下
仲
　
里
美

春
雷
や
テ
レ
ビ
の
画
面
乱
し
去
り
　
　
　

　
宮
口
　
　
進

風
受
け
て
形
を
成
さ
ず
花
筏
　
　
　
　

岡
本
　
好
民

５月の主な行事

今
月
の
俳
句
（
富
貴
俳
句
会
）

大だ
い

師し

井い

戸ど

（
杖
ヶ
藪
）

19

谷ノ井のお大師さん
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梅
雨
を
目
前
に
、
初
夏
の
さ

わ
や
か
な
風
が
吹
き
込
む
旧
暦

五
月
三
日
、
高
野
山
の
大
伽
藍

山
王
院
で
は
、
竪
精
論
議
が
執

り
行
わ
れ
ま
す
。
竪
精
と
は
、

問
者
が
出
す
問
い
に
対
し
、
竪

義
が
自
分
の
考
え
を
示
し
、
精

義
が
こ
れ
を
批
判
・
指
導
す
る

法
会
で
、
仏
教
教
理
を
学
ぶ
た

め
の｢

問
答｣

で
す
。
ま
た
、

高
野
山
の
僧
侶
が
検
校
法
印
に

昇
進
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
通
ら

ね
ば
な
ら
な
い
関
門
で
も
あ
り

ま
す
。
竪り

ゅ
う
ぎ義

と
精せ

い

義ぎ

の
役
は
一

年
間
そ
の
日
の
た
め
に
学
習
に

い
そ
し
み
、
明
治
の
中
頃
ま
で

は
三
・
四
時
間
か
か
る
文
章
を

完
全
に
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
い
、
高
野
山
独

特
の
読
み
方
や
音
符
が
あ
る
た

め
テ
キ
ス
ト
を
読
み
上
げ
る
よ

う
に
な
っ
た
現
在
で
も
、
相
当

の
習
練
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

当
日
の
午
後
四
時
、
山
王
院

で
は｢
前
講｣

が
行
わ
れ
、
竪

義
と
精
義
が
出
仕
す
る｢

本
講｣

は
、
午
後
六
時
に
二
人
が
金
剛

峯
寺
か
ら
出
発
す
る
時
か
ら
始

ま
り
ま
す
。両
人
は
多
く
の
人
々

に
見
送
ら
れ
山
王
院
へ
と
進
み
、

精
義
は
大
会
堂
で
、
竪
義
は
金

堂
前
で
新
し
い
下
駄
に
履
き
替

え
て
互
い
に
一
礼
し
別
れ
ま
す
。

精
義
は
御
影
堂
に
て
座
し
、
竪

義
は
山
王
院
で
精
義
が
現
れ
る

の
を
待
ち
ま
す
。
こ
こ
で
、｢

七

度
半
の
迎
え｣

と
呼
ば
れ
る
作

法
が
行
わ
れ
ま
す
。
山
王
院
か

ら
金
棒
に
先
導
さ
れ
た
伽
藍
道

心
が
ゆ
っ
た
り
と
進
み
、
三
鈷

の
松
の
前
に
立
つ
精
義
縦
僧
に

対
し
て
七
回
半
迎
え
の
儀
式
を

行
い
ま
す
。
精
義
の
縦
僧
は
一

度
迎
え
が
来
る
ご
と
に
一
歩
ず

つ
山
王
院
の
方
へ
進
み
、
八
度

目
の
迎
え
で
よ
う
や
く
精
義
は

座
を
立
ち
、
山
王
院
へ
と
入
り

ま
す
。
こ
の
古
式
ゆ
か
し
い
作

法
の
中
に
、
か
つ
て
の
高
野
山

の
厳
し
い
上
下
の
し
き
た
り
が

う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

　

山
王
院
に
入
り
、
竪
義
は
高

座
に
、
精
義
は
後
ろ
の
床
に
、

布
団
に
く
る
ま
れ
て
座
り
ま
す
。

ろ
う
そ
く
の
明
か
り
に
照
ら
さ

れ
た
薄
暗
い
堂
内
で
、
聞
こ
え

る
の
は
論
議
の
声
の
み
。
時
に

怒
鳴
り
声
に
も
似
た
熱
い
問
答

が
繰
り
返
さ
れ
、
す
べ
て
の
問

答
が
終
わ
る
の
は
空
が
白
む
午

前
五
時
頃
で
す
。
精
義
と
竪
義

が
引
き
上
げ
た
後
、
若
い
学
僧

に
よ
る｢
後
講｣

が
行
わ
れ
ま

す
。
俗
に
猿
引
き
問
答
と
呼
ば

れ
、
学
僧
が
互
い
の
左
手
を
握

り
合
い
、
中
啓
を
立
て
て
問
答

し
ま
す
。｢

勧
学
会｣
に
参
加
す

る
若
い
学
僧
に
と
っ
て
、
こ
れ

が
初
め
て
の
問
答
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

高
野
山
真
言
宗

　

総
本
山　

金
剛
峯
寺

☎
０
７
３
６
︱
56
︱
２
０
１
１

竪り
っ

精せ
い

に
つ
い
て

金剛峯寺
通 　信

前
号
に
続
き
ま
し
て
、
ま
た
数
字
の
問
題
で
す
。
２
０
・
７
６

　

な
ん
の
数
字
だ
と
思
い
ま
す
か
？

こ
の
数
字
は
、本
町
の
す
べ
て
の
公
共
施
設
の
延
床
面
積
（
６
８
，

２
８
８
・
５
６
㎡
）
を
、本
町
の
人
口
（
平
成
28
年
1
月
末
人
口
、３
，

２
９
０
人
）
で
割
っ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
町
民
一
人
当
た
り

の
公
共
施
設
の
延
床
面
積
が
、
20
・
76
㎡
／
人
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

全
国
平
均
（
人
口
1
万
人
未
満
の
地
方
自
治
体
平
均
）
が
、
10
・

61
㎡
／
人
で
あ
る
た
め
、
本
町
は
、
全
国
平
均
の
お
よ
そ
2
倍
も

の
公
共
施
設
の
量
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
公

共
施
設
の
維
持
管
理
に
多
額
の
お
金
を
費
や
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

前
号
で
ご
案
内
し
た
と
お
り
、
既
存
施
設
の
全
て
を
大
規
模
修
繕
、

建
替
え
等
を
行
っ
た
場
合
、
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
が
推
計

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
、
全
国
的
に
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
、
今
以
上
に
人
口
が

減
少
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
は
、
生
産

年
齢
人
口
（
15
歳
以
上
65
歳
未
満
）
の
減
少
に
よ
る
税
収
の
減
少
、

高
齢
者
人
口
（
老
年
人
口
、
65
歳
以
上
）
の
増
加
に
よ
る
社
会
保

障
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
国
及
び
地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
は
、

非
常
に
逼
迫
し
た
状
況
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
公
共
施
設

の
維
持
管
理
等
に
つ
い
て
も
、
人
口
の
動
向
や
財
源
不
足
等
を
考

慮
し
、
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
本
町
で
は
、「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」
を
、
他
の

多
く
の
団
体
よ
り
も
早
く
策
定
し
、
本
町
に
適
し
た
公
共
施
設
の

総
量
や
機
能
、
施
設
の
あ
り
方
等
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
本
コ
ラ
ム
を
通
じ
て
、
町
民
の
皆
さ
ま
に
公
共
施

設
等
の
現
状
を
報
告
し
、
幅
広
く
皆
様
か
ら
、
ご
意
見
を
募
集
い

た
し
ま
す
。
ご
意
見
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
下
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
総
務
課  

庶
務
係   

☎
０
７
３
６
︱
56
︱
３
０
０
０

ＦＡＸ
０
７
３
６
︱
56
︱
４
７
４
５

M
ail

：soum
u@

tow
n.koya.w

akayam
a.jp

ご
存
知
で
す
か
？

公
共
施
設
に
つ
い
て

２
0
・
７
６　

コ ラ ム
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高野町新入職員の紹介

①大
おお

谷
たに

　英
えい

輝
き

（一般事務）
② 18歳
③高野山
④�生まれ育った高野山で何か
役に立ちたいと思いました。

①田
た

中
なか

　瑛
えいいちろう

一朗（医師）
② 32歳
③山口県
④�患者さんや地域の人に寄り添い
高野町の医療を支える診療所
で、医師としての研鑽を積みた
いと思いました。微力ながらお
役に立てますよう、努力してい
く所存です。

①溝
みぞ

端
ばた

　英
ひで

人
と

（技術職）
　H28年 10月 1日付
② 42歳
③大阪府貝塚市
④�歴史のある高野町で仕事ができたらいいなと
思っており、自らの資格や知識を生かせる仕
事がしたいと思っていました。今までの経験
を生かし頑張っていきたいと思います。

①平
ひら

田
た

　知
ち

利
とし

（看護師）
② 50歳
③宮崎県
④�高野山での地域密着型医療
に参加し、少しでも町民の
皆様のお役に立ちたいと思
いました。

①樫
かし

山
やま

　勝
かつ

行
ゆき

　（介護支援専門員）
　H28�10 月 1日付
② 44歳
③上富田町
④�豊かで厳しい自然と歴史のある町
の中で、資格を活かし、皆さまの
お役に立てられたらと思いました。

福祉保健課

高野山総合診療所

①池
いけ

上
がみ

　千
ち

尋
ひろ

（一般事務）
　H29年 1月 4日付
② 26歳
③橋本市
④�聖地高野山に興味を持っ
たからです。

①中
なか

村
むら

　誠
まさ

宏
ひろ

（一般事務）
② 40歳
③和歌山市
④�県庁から産業観光課に派遣
されて参りました。観光産
業の振興に一生懸命取り組
みたいと思います。

産業観光課

建設課

①氏名（職名）
②年齢　
③出身地
④志望動機
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「（仮称）高野町まちかどサロン」
開館のお知らせ

平成 29 年 5 月 3日（水・祝）午前 10：00 より町民が集う新しい交流の場として、元�喫茶店＂樹林＂
を改修した「（仮称）高野町まちかどサロン」を開館します。
当日は開館を記念し、高野町役場 2階大会議室で記念式典を行います。
記念式典では町長の挨拶をはじめ、一般公募しておりました愛称（ニックネーム）を当日発表し、採
用された方に表彰状の授与と記念品の贈呈等を行う予定です。
式典終了後、まちかどサロンへ移動し、テープカットと名前看板の除幕式を行い、午前 10：00 から
一般の方の利用開始を予定しております。
今後の開館日は、通常毎週水・土曜日（祝祭日関係なし。但し、年末年始は除く。）の 9：00 ～ 17：
00まで。当面は公民館図書室業務の一部を中心にした運営を行い、老若男女を問わず町民同士が気軽に
立ち寄り交流できるような場所づくりを目指したいと考えています。
又、開館日以外の施設の利用（夜間含む。最長 21：00まで）もできますので、ご利用を希望の方は、
下記までお問い合わせ下さい。
尚、まちかどサロンを利用される場合は、徒歩でお越しいただくか、車の場合は役場裏の駐車場をご
利用いただきますようお願い致します。

開 館 日 通常　毎週�水・土曜日
(祝祭日関係なし。年末年始除く )

開館時間 9:00 ～ 17:00 まで

【問い合わせ】高野町教育委員会　社会教育係　☎ 0736－56－3050
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高野町消防署の協力を得て、平成 29 年 3 月 29 日（水）午後、2 階通所リ
ハリビ施設からの出火を想定し、サービス利用者の避難誘導訓練、火災通報
装置による通報訓練。

玄関前で消火器を使用した消火訓練を実施しました。
また、診療所に設置のパッケージ消火設備についての説明も受けました。
患者・サービス利用の方々の安全は元より、職員の安全も確保できるよう関係機関の協力を得ながら

訓練を続けていきたいと思います。
次回は、煙体験や車椅子利用者の避難訓練等を実施することで終了しました。
来訪時、訓練と重なった場合ご協力宜しくお願いします。

高野山小学校 PTA が「県広報誌コンクール」で最優秀賞を受賞しました。
高野山小学校では PTA 広報誌を年 2 回発行し、PTA 役員の抱負や活動内容などを掲載しています。
この受賞は広報誌「杉」を発行して以来初めてで、授賞式が平成 29 年 1 月 21 日（土）に白浜町のホ

テルシーモアで行われ、高野山小学校 PTA 会長、高野山小学校長等が出席しました。

避難訓練を実施しました。

高野山小学校PTA が
「県広報誌コンクール」で最優秀賞を受賞

診療所
だより

【問い合わせ】高野山総合診療所　☎ 0736－56－2911
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『知らせてネットこうや』が 4月 1日よりリニューアルしています。

『知らせてネットこうや』にご登録いただき、迷惑メール設定をしている方はお手数をおかけします

が、下記のアドレスからメール受信できるように設定をお願い致します。

info@town.koya.wakayama.jp（このアドレスにメールを送信しないで下さい。）
（ドメイン設定（迷惑メール設定の指定受信）をしていただけない場合、知らせてネットこうやより

メールの受信ができません。）

４月１日からこちらのメールアドレスより知らせてネットこうやの情報を送信しています。

なお、迷惑メール設定をしていない方は何もしていただく必要はございません。

再登録、もしくは新規登録の場合はドメイン設定を行ってから下記アドレスあてに

空メールを送信し、登録して下さい。

　　　　　　　　　　　　info_koya@emp.ikkr.jp�
ご不明な点は下記問い合わせまでよろしくお願いします。

【問い合わせ】企画公室　企画・広報係　☎ 0736－56－2932

高
野
山
町
石
道 

道
普
請
参
加
の
お
願
い

世
界
文
化
遺
産
は
昨
年
高
野
山
女
人

道
、黒
河
道
、高
野
街
道
京
大
坂
道
が
追

加
登
録
さ
れ
て
高
野
山
に
歩
い
て
登
っ
て

来
ら
れ
る
参
拝
者
が
増
え
る
事
と
考
え
ま

す
。私

達
、高
野
み
ら
い
語
り
部
の
会
で
は

高
野
山
へ
の
本
街
道
で
あ
る
高
野
山
町
石

道
の
道
普
請
を
高
野
町
教
育
委
員
会
、産

業
観
光
課
、町
職
員
多
数
の
御
協
力
を
得

て
行
っ
て
い
ま
す
。

世
界
文
化
遺
産
高
野
山
町
石
道
の
原
型

を
損
な
う
こ
と
な
く
、高
野
山
へ
歩
い
て

登
山
さ
れ
る
方
々
に
「
少
し
で
も
安
全
に

歩
き
や
す
い
道
」に
と
、侵
食
場
所
に
土
を

入
れ
た
り
、水
切
り
側
溝
の
土
砂
浚
え
な

ど
の
作
業
を
行
い
ま
す
。

ど
な
た
で
も
で
き
る
作
業
で
す
の
で
町

民
の
皆
様
の
参
加
・
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

参
加
し
て
下
さ
る
方
は
下
記
事
務
局
へ

申
し
込
み
下
さ
い
。

保
険
の
加
入
を
し
ま
す
の
で
必
ず
申
し

込
み
お
願
い
し
ま
す
。

日　　時：�平成29年6月11日（日）�9：00 ～
　　　　　小雨決行
集合場所：�国道480号13km地点左広場
　　　　　（�町石道が国道を横断している所、40町石

付近）
持 ち 物：�弁当、飲み物、軍手、タオル、作業できる

服装
連 絡 先：高野みらい語り部の会事務局　門谷　均
電　　話：0736－56－2900　
携帯電話：090－8827－6035

知らせてネットこうや
リニューアルに伴う設定等のお知らせ

第七回
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狂犬病予防集合注射のおしらせ
平成29年度の狂犬病予防集合注射を実施します。どの会場でも受けることができますので、ご都合に合わ
せてお越しください。
また、集合注射に来られない場合は、動物病院でも受けることができますので、詳しくは直接動物病院にお
問合せ下さい。
　　◦狂犬病は…… 狂犬病に感染すると100％死に至る感染病です。感染するのは犬だけでなく、動物から動物、

そして人へも感染します。それを防止するために 1 頭でも多くの犬に予防注射を受けさせ
ていただき、日頃から感染を防止しておくことが大切です。

【 狂犬病予防集合注射に来られる飼い主さんへのご注意事項  】
1．�注射に来るときは、事故を未然に防ぐため、犬を保定する（押さえる）ことのできる方が、犬を連れてお越
しください。

2．犬は、健康体であることが前提です。
3．次の犬は、最寄りの動物病院で相談の上、注射を受けることをお勧めします。
　　　①慢性的な病気を持っている犬。
　　　②最近、治療、予防などの処置を受けた犬。
　　　③以前に注射で具合が悪くなった犬。
　　　④妊娠又は発情などで普段と違う状態にある犬。
4．�狂犬病予防注射接種通知兼現況届受付票（ハガキ）の裏面の問診欄を必ず記入し、また、氏名欄にも名前を記
入して受付に提出してください。

●費　用　狂犬病予防注射　3,190 円（注射代　2,640 円 + 予防注射済票　550 円）
●飼い犬の登録をしましょう。集合注射の時でも登録受付できます。

生涯 1 回です。（登録手数料　3,000 円）

【問い合わせ】　総務課　☎ 0736－56－3000

（天候により会場変更、また移動の都合で時間が前後する場合があります。）

定期集合「狂犬病予防注射」日程表
月　日 時　間 場　所

5月22日（月）

10：30～12：00 富　貴：役場富貴支所前

13：15～13：25 上筒香：堂前

13：40～13：50 中筒香：筒香小学校前

14：05～14：15 下筒香：瀬岡工場前

5月23日（火）

10：10～10：20 西　郷：西郷集会所前

10：30～10：40 神　谷：神谷集会所前

10：50～11：00 東細川：消防屯所前

11：10～11：20 西細川：八坂神社前

11：30～11：40 西細川：西細川小学校前

12：40～13：00 花　坂：上きしや様横

13：30～14：00 高野山：大門多目的集会所前

14：10～14：30 高野山：うぐいす谷会館前

14：50～15：00 高　根：御衣干岩前

15：10～15：50 高野山：中の橋駐車場

5月24日（水）
10：00～12：00

高野山：役場玄関前
13：00～15：00
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住
宅
の
耐
震
診
断

■
木
造
住
宅

　

和
歌
山
県
内
で
統
一
さ
れ
た
耐
震
診
断

方
法
に
よ
り
、
和
歌
山
県
木
造
住
宅
耐
震

診
断
士
が
、無
料
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

　

次
の
項
目
全
て
に
該
当
す
る
住
宅
が
無

料
耐
震
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

○�

町
内
に
所
在
す
る
一
般
木
造
住
宅
で
、

延
べ
床
面
積
の
半
分
以
上
が
住
居
と
し

て
使
用
し
て
い
る
も
の

○�

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
て
ら
れ

た
木
造
住
宅
で
あ
る
こ
と

　
（�

住
宅
に
は
共
同
住
宅
、
長
屋
住
宅
、

店
舗
等
の
併
用
住
宅
も
含
み
ま
す
）

　

�　

た
だ
し
、
賃
貸
住
宅
の
場
合
は
所
有

者
の
方
で
な
い
と
申
し
込
み
は
で
き
ま

せ
ん

○�

地
上
階
数
が
2
階
以
下
か
つ
延
べ
床
面

積
が
200
㎡
以
下
の
住
宅

○�

木
造
の
在
来
工
法
（
軸
組
工
法
、
伝
統

工
法
）
の
住
宅
で
あ
る
こ
と

■
募
集
戸
数　

5
戸
（
木
造
）

■
申
込
方
法

　

①
高
野
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
申
込
書

　

②�

対
象
住
宅
の
平
面
図
、
付
近
の
見
取

り
図

③�

建
築
時
期
・
構
造
を
明
ら
か
に
で
き
る

も
の
（
建
築
確
認
済
書
、権
利
書
な
ど
）

④
住
宅
所
有
者
の
住
民
票
な
ど

　
　

　

�　

尚
、
申
込
者
の
納
税
状
況
の
確
認
を

行
い
ま
す
。

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
補
助

　

町
が
行
っ
て
い
る
木
造
住
宅
耐
震
診
断

の
結
果
、
建
物
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
と
診

断
さ
れ
た
住
宅
に
対
し
、
改
修
工
事
の
一

部
を
補
助
す
る
制
度
や
、
設
計
費
補
助
制

度
等
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
30
年
2
月
末
日
ま
で
に

工
事
が
完
了
し
、
建
設
課
へ
工
事
完
了
報

告
書
を
提
出
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

■
募
集
戸
数　
　

1
戸

■
申
込
方
法

　

事
前
協
議
が
必
要
で
す
の
で
、
建
設
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住
宅
の
建
替
工
事
補
助

町
が
行
っ
て
い
る
木
造
住
宅
耐
震
診
断

の
結
果
、
建
物
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
と
診

断
さ
れ
た
住
宅
に
対
し
、
建
て
替
え
工
事

の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
や
、
設
計
費
補

助
制
度
等
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
30
年
2
月
末
日
ま
で
に

工
事
が
完
了
し
、
建
設
課
へ
工
事
完
了
報

告
書
を
提
出
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

　

�　

従
前
住
宅
を
除
去
し
、
同
じ
敷
地
内

に
新
た
な
一
戸
建
て
住
宅
を
新
築
す
る

も
の
。

■
募
集
戸
数　
　

1
戸

■
申
込
方
法

　

�　

事
前
協
議
が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず

は
建
設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

住
宅
耐
震
改
修
事
業
の
耐
震

ベ
ッ
ド
・
シ
ェ
ル
タ
ー
の
一
部

補
助

耐
震
ベ
ッ
ド
・
シ
ェ
ル
タ
ー
と
は
、
住

居
室
内
部
に
鉄
骨
や
木
材
の
骨
組
み
お
よ

び
パ
ネ
ル
で
シ
ェ
ル
タ
ー
空
間
等
を
確
保

し
、
地
震
等
で
建
物
が
倒
壊
し
て
も
安
全

を
確
保
す
る
装
置
で
す
。

　

本
町
が
行
っ
た
木
造
住
宅
耐
震
診
断
を

受
け
、
診
断
の
結
果
が
建
物
倒
壊
の
危
険

が
あ
る
と
診
断
（
評
点
が
1.0
未
満
）
さ
れ

た
個
人
所
有
の
住
宅
に
、
耐
震
ベ
ッ
ド
も

し
く
は
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
を
設
置
す
る
費

用
を
一
部
補
助
し
ま
す
。　

た
だ
し
、
平
成
30
年
2
月
末
日
ま
で
に

工
事
が
完
了
し
、
建
設
課
へ
工
事
完
了
報

告
書
を
提
出
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
住
宅

　

木
造
住
宅

■
募
集
戸
数　
　

1
戸

■
申
込
方
法

　

�　

事
前
協
議
が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず

は
建
設
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

�　

応
募
多
数
の
場
合
は
、
高
齢
者
、
障

が
い
者
を
優
先
し
た
う
え
で
、
抽
選
し

ま
す
。

【
受
付
期
間 

】

5
月
8
日（
月
）～
12
月
15
日（
金
）

（
土
日
祝
を
除
く
9
時
～
17
時
ま
で
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

建
設
課　

　

☎
０
７
３
６
︱
56
︱
２
９
３
４

　
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
実
施
し
ま
す
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移動ミニ水族館管内小中学校卒業式

高野の火まつり

3月2日3月7日 3月16日 3月19日

3月5日

3 月 2 日（木）和歌山県立自
然博物館『移動ミニ水族館』
が高野山小学校体育館にて開
催されました。

移動ミニ水族館では、サメやエイなど海の生き物
だけでなく、イノシシやキツネなどのはく製も展示
され、直接手でふれることが出来、普段では得られ
ない体験に児童たちは大喜びでした。

3 月 5 日（日）、春の山開きの火まつりが開催され、
招福厄除祈願に多くの参拝者が集まりました。柴燈
大護摩供では、勢いよく燃える火の中で古い御札や
護摩木などがお焚き上げされました。

3 月 7 日に高野山中学校で 13 名、富貴中学校で
1 名、16 日に花坂小学校で 3 名、19 日に高野山小
学校で 14 名の卒業生が新たな道へと旅立ちました。

先生方や在校生からの言葉をしっかりと胸に受け
止めた卒業生は、いつもより頼もしく見えました。

▶︎
富
貴
中
学
校
卒
業
式

▶︎
高
野
山
小
学
校
卒
業
式

◀
高
野
山
中
学
校
卒
業
式

◀
花
坂
小
学
校
卒
業
式
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3月16日

平成 2 年から運用し老朽化していた水槽付消防ポン
プ自動車が、待望の新型車両に更新されました。

今回購入された消防車両は 1500 リットルの水を積載
しており、この水を使っての水消火はもちろんのこと、
水に少量の消火薬剤を混ぜ、そこへ高圧の空気を送り込
んで泡を作る装置（圧縮空気泡消火装置）も装備し、この
泡を放射して効率よく火災を消火することができます。

運用に先がけ 3 月 16 日（木）、高野町消防署車庫内に
おいて、町長、議会議員、消防団長、消防職員が出席し、
金剛峯寺導師の下、新消防車両の安全祈願法会を行いま
した。

町長が「財政厳しい中、町民の理解を得て、車両更新
に至りました。有事の際は有効に活用するのはもちろん、
日々訓練を重ね士気高揚を図るとともに、長期にわたり
大切に使用してください。」とあいさつをしたあと、所
議長よりも同様のお言葉をいただきました。

今後、新消防車両を有効に運用していくため日々訓練
を重ね、より一層町民の期待と信頼に応えられるよう努
めます。

◦消防庁長官表彰永年勤続功労章………………
　　　　　　　　　　　副団長　　　岡　　睦美
◦和歌山県知事永年勤続功労章…………………
　　　　　　　　　　　消防司令補　西辻　慶一
　　　　　　　　　　　副団長　　　坪井　敎祐
◦和歌山県消防協会総裁功績章…………………
　　　　　　　　　　　消防司令補　上西　信男
　　　　　　　　　　　分団長　　　中前　好史
◦和歌山県消防協会総裁 40 年勤続章…………
　　　　　　　　　　　副団長　　　岡　　睦美
　　　　　　　　　　　分団長　　　中前　好史
◦日本消防協会長功績章…………………………
　　　　　　　　　　　消防司令長　中西　　清
◦日本消防協会長精績章…………………………
　　　　　　　　　　　消防司令　　倉本　善弘
◦日本消防協会長 30 年勤続章…………………
　　　　　　　　　　　班長　　　　中山　健一

地域の消防活動に功労のあった消防職員や団員らを称える平成 28 年度和歌山県消防功労者定例表彰式
（県並びに県消防協会主催）が去る 3 月 22 日に和歌山県民文化会館で開催され、表彰状や感謝状などが贈
られました。

永年にわたり消防活動に従事し、消防の使命達成の
ため自らの労苦を顧みることなく、全力を尽くした功
績顕著な者として高野町からは、次のとおり栄えある
表彰を受章・伝達されました。

地域消防の功労称える

水槽付消防ポンプ自動車更新
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【問い合わせ】　産業観光課　観光振興係　
☎0736－56－3443

「お山を美しくする会」からのお知らせ

1. 清 掃 日　　
　　【春季】平成29年6月8日（木）
　　（雨天時、6 月 9 日（金））
2. 開始時間　　午前6時30分

記

町内一斉清掃のお知らせ
　恒例となっております町内一斉清掃を、本年も実施する
ことに決定いたしましたのでお知らせいたします。皆様の
ご協力を宜しくお願いいたします。
　尚、ゴミの分別につきましてもご協力を戴きますようお
願いいたします。

【問い合わせ】　高野山専修学院　書道事務局　☎0736―56－2207

第2回�高野山書道展は、お陰をもちまして約1,000人のご来場を戴き、お大師様の聖句を書作品で見
たり、また外国の方も多数お写経を体験されました。
書法と仏法をお伝えする書道展として今後も継続してまいりますので、町内の皆さまのご参加をお待ち
しています。尚、来年に向けての書道練成会と第3回高野山書道展の日程を下記の通りお知らせ致します。

次回、第3回�高野山書道展のご案内
　平成30年4月1日（日）から4月8日（日）まで
第5回�弘法大師ゆかりの書道展がなんばパークス7階パークスホールで開催されます。
　平成29年5月13日（土）19:00まで、14日（日）17:00まで

書道練成会（主として第3回高野山書道展の作品づくりの楽しい集い）
　日時：平成29年7月23日（日）9:00より17:00
　　　　平成29年7月24日（月）9:00より17:00
　　　　　＊上記の日程でご都合の良い時間、自由に参加出来ます。
　　　　　＊参加無料です。
　　　　　＊半切サイズの下敷き、文鎮は無料貸出します。
　場所：高野山大師教会（2階）小講堂

　 高 野 山 書 道 展

【問い合わせ】　生活環境課　下水道係　☎0736―56―3760 

生活排水による河川の水質汚濁の削減と、生活環境保全推進
のため、合併処理浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補
助します。

○�既存単独処理浄化槽の撤去
に対する補助金について
　�　現在使用の単独浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する
場合、浄化槽設置補助金に加え、撤去費用に対して9万円を上
限として補助します。
補助金交付の条件
1.�浄化槽設置届出書の他にも添付書類が必要ですので、お問い
合わせ下さい。

2. 浄化槽の維持管理を町に移管するための同意。

○浄化槽設置補助金��

○浄化槽使用料（使用料金を納めていただ
くことで、町が管理を行
います。）

合併浄化槽設置補助金に関するお知らせ

人槽区分 補助金額
5人槽 354,000�円
7人槽 411,000�円

人槽区分 使用料金（月額）
5人槽 4,200�円
7人槽 5,000�円
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【問い合わせ】高野町教育委員会　☎0736－56ー3050

高野町定住促進奨学生を募集します
高野町では、従来の奨学金制度に加え、「高野町定住促進奨学金」の奨学生を募集します。希望者は、貸
与申請書等の関係書類を添えて期間内にお申し込みください。（関係書類は、高野町教育委員会に用意
しています。）

1. 対象者

　�　高野町の出身者又は、高野町に住所を有する

方で、次のすべてに該当する方

　①高野町に居住する者の子弟

　②�高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は

各種専修学校に在学する方

　③品行方正で向学心を有する方

　④�卒業後、3年以内に高野町に定住する意思の

ある方

2. 採用人員　10名以内（平成29年度予定）

3. 奨学金　　月額　5万円以内

　　　　　　（数箇月分を併せ貸与可）

4. 返還の有無

　�　有り。但し、大学等を卒業後3年以内に町

内に居住し、引き続き返済期間の全部または一

部に相当する期間町内に居住したとき、返済金

の全額または一部を免除することができる。

5. 返済期間

　�　卒業後 3年を経過した後から、貸与を受け

た月数の3倍に相当する期間内に月賦返還し

なければならない。ただし、全額又は一部を一

時に返還することができる。

6. 申込期間

　　平成29年6月30日（金）まで

【問い合わせ】　高野町青少年センター　☎ 0736－56－3050

進学や進級するこの時期は、生活環境の変化に伴って青少年の非行が増える傾向にあり、特
にスマホや携帯電話、ゲーム機などのインターネットによる子供の犯罪被害やトラブルが急増
しています。不適切な書き込みや画像の投稿、ネットいじめなどは犯罪となる場合があります。
子供たちにこれらの機器を持たせる場合は、ご家庭で必ず次のことを注意して下さい。

●個人情報や顔写真などを不用意に掲載しない。
●インターネット上で知り合った相手に直接会いに行かない。
●使用時間や使用場所など、家庭でルールを決める。

フィルタリングとは、購入先の携帯電話会社などから提供されるサービスで、「有害サイトアクセス制限サービス」の
ことです。
子供のインターネット利用状況を管理し、正しい使用方法や危険から守ることは、保護者の責任です。コミュニケー
ションサイトの利用を通じて被害にあった子供のうち、約 95％がフィルタリングを解除していました。18歳未満の青
少年が使用するスマホや携帯電話へのフィルタリングの利用は法律で保護者の責務となっています。

フィルタリングを利用することで、子供にとって有害なサイトやアプリへのアクセスを制限するこ
とができます。子供にせがまれても安易にフィルタリングを解除しなで下さい。
ネットトラブルから子供たちを守るためには、フィルタリングが絶対に必要です。

青少年センターからのお知らせ

子供のインターネット利用にはご注意を

子供が利用するインターネット端末には必ずフィルタリングを !!
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1200年の歴史を紡ぐ永遠の聖地「高野山」と神々が棲まう自然崇拝の聖地「熊野」
を結び毎日運行しています。
雄大な景色の高野龍神スカイラインを通り、護摩壇山、龍神温泉、熊野本宮温泉郷
に立ち寄りながら和歌山の世界遺産、パワースポット、温泉巡りをお楽しみください。

高野山から熊野へ巡礼
平成29年4月1日～11月 30日
　　　　平日1往復　（午前便）
　　　　　　高野山駅　9：55発
　　　　土日祝2往復（午前・午後便）
　　　　　　高野山駅　9：55発
　　　　　　高野山駅14：20発
　　　　おとな5,000円
　　　　こども2,500円

○ ご利用の際は事前にご予約ください。
　聖地巡礼バスの公式ホームページ、
　 または発車オーライネットよりご予約

下さい。

【電話でのご予約　予約・問い合わせ】
　龍 神 自 動 車　☎ 0739－22－2100
　南海りんかんバス　☎ 0736－56－2250

○旅行会社でのご購入
　�JTB, 日本旅行、近畿日本ツーリスト、南海国際旅行、
　東武トップツアーズからもご予約いただけます。

運行日

聖地巡礼バス

詳しくは

検索

～和歌山県の世界遺産を巡る～
高野山から本宮・田辺

第 33回高野山参詣登山
～町石道を歩く～

女人堂跡を巡る高野山　
～女人道を歩く～

高野参詣道トレッキング

開 催 日：�平成29年5月28日（日）�
受付場所・時間：��九度山町役場　

�午前7時30分～午前9時15分
�受付・随時出発�

申　　　込：�不要（当日現地集合）��
参 加 費：�1,000 円（記念品付）�
コース概要：�約 20km（約 7時間）　健脚向け�
��　　　　　�九度山町役場～慈尊院～展望台

～六本杉～二ツ鳥居～袈裟掛石
～大門～檀上伽藍�

主　　　催： 伊都橋本青少年団体連絡協議会
　　　　　　（事務局：紀北青少年の家）

【問い合わせ】☎ 0736－22－5530

開 催 日：�平成29年6月3日（土）�
受付場所・時間：�女人堂　午前 10時�
申　　　込：�不要（当日現地集合）��
参 加 費：�500 円（記念品付）�
コース概要：�約 7km（約 3時間）　
　　　　　　一般向け
　　　　　　�女人堂～弁天岳～大門口・龍神

口・相ノ浦口・大滝口女人堂跡
～奥之院前中の橋駐車場

�
主　　　催：橋本・伊都広域観光協議会
　　　　　　（伊都振興局内　企画産業課）

【問い合わせ】☎ 0736－33－4909
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○日時・場所　　5月 27日（土）　橋本市教育文化会館
　　　　　　　　　　　　　　　��10：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　　�　�������������相談電話　☎ 0736－39 －8035（当日のみ）
○相談内容　　　犯罪や交通事故などの被害者やそのご家族からの相談に応じます。
　　　　　　　　　�（相談は無料で、秘密は厳守されます。）
○面接相談　　　できるだけ事前にご予約ください。

　平成 19年度から実施されている紀の国森づくり税が引き続き平成 29年度から

5年間延長されました

【面談予約・問い合わせ】公益社団法人　紀の国被害者支援センター　☎073－427－1000
月～金　10：00 ～ 16：00

【問い合わせ】税務課　☎0736－56－2931

○目的　　�水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を

受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次世代に引き継い

でいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共

生する文化の創造に関する施策に要する経費の財産を確保するため県民の均等割の

超過課税を行います。

○納税義務者　　個人及び法人の県民税均等割の納税者

○税額　　　　　個人　500 円（均等割に加算）

　　　　　　　　法人　1,000 円～ 40,000 円（均等割に 5％を加算）

○適用期間（今回、平成 29年度から 5年間延長されました。）

　　　　　　　　個人　平成 19年度から平成 33年度までの各年度

　　　　　　　　法人　平成 19年 4月 1日から平成 34年 3月 31 日までの間に開始する事業

　　　　　　　　　　　年度

○使途　　�紀の国森づくり基金に積み立て、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森

林と共生する施策に使われます。

　　　　　（例）採算が合わず整備が進まない人工林の切捨間伐

森林を守り育てる意識の醸成を図る取組

～弁護士・臨床心理士・センター相談員が対応します。～
被 害 者 支 援 無 料 相 談

森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いで

いくための「紀の国森づくり税」が延長されました。
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出産祝い金の支給額が変更されます

平成 29年 4月から、従来の介護認定申請に加え介護予防通所介護（デイサービス）並び
に介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）のみのサービス希望の方に対し、基本チェッ
クリストによる簡易な判定を受けていただくことができるようになりました。この判定の結
果、該当者のサービス利用までの時間は、認定を受けていただくより短縮され、早期に開始
することができます。
要支援認定の更新時、並びに新規申請時にデイサービスやヘルプサービスのみをご希望の
方は福祉保健課・地域包括支援センター窓口で説明いたします。気軽にお声かけください。

4月 1日以降に出産されたお子様から、出産祝い金の支給額が次のよう
に拡充されます。安心して暮らせる家庭環境づくり推進のための支援です。

【問い合わせ】　地域包括支援センター（高野町役場内）　☎ 0736－56－2933

【問い合わせ】　福祉保健課　こども支援係　☎ 0736－56－2933

○支給額の変更

区　　分 旧（3月31日まで）

第 2子 50,000 円

第 3子以降 100,000 円

区　　分 新（4月1日から）

第 1子 50,000 円

第 2子 100,000 円

第 3子 200,000 円

第 4子以降 300,000 円

介護保険サービス利用申請が
一部変更されます。

【問い合わせ】総務課　消費者行政担当　☎0736－56－3000

毎年５月は「消費者月間」です
　安全・安心で消費者が主役となる社会の実現に向けて、消費者問題に取り組む住民の輪、地域の輪を
広げることが大切です。
　高野町では、消費者被害の救済、被害の未然防止等に努めることを目的として、毎月第 2火曜日（13:00
～ 16:00 まで）消費生活専門相談員による相談会を高野町役場において実施しています。相談は無料で
秘密は厳守します。消費生活に関する心配事や悩み事がありましたら一人で悩まずご相談ください。
　※下記の消費生活相談もご利用できます　
　　〇和歌山県消費生活センター（和歌山ビック愛 8F）073-433-1551
　　　　　受付日時　・平日　　　　 9:00 ～ 17:00（電話及び来所相談）
　　　　　　　　　　・土日曜日　　10:00 ～ 16:00（電話相談のみ）
　　　　　　　　　　・祝日、年末年始は休み　
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【問い合わせ】　福祉保健課　こども支援係　☎ 0736－56－2933

制度の概要

○法律の目的　

この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進

に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目

的とします。

○支給対象者等

各支給要件に該当する児童（18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある者又は 20歳

未満で政令で定める程度の障害の状態にある者）を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じく

する父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者です。

ただし、同一児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者

に対する手当は支給されません。

○支給手続き

手当の支給を受けようとする者は、児童扶養手当認定請求書に戸籍の謄（抄）本及び世帯全員の住民

票、その他支給要件に応じた必要書類が異なります。

児童扶養手当制度について
福祉保健課（こども支援係）からのお知らせ　

平成 29年度の児童扶養手当額については、0.1％の引き下げとなります。

平成 28年 8月～ 平成 29年 4月～

本体額
　全部支給 42,330 円 42,290 円（▲ 40円）　

　一部支給 42,320 円～ 9,990 円 42,280 円～ 9,980 円　
（▲ 40円～▲ 10円）　

第２子加算額 　　　　 9,990 円（▲ 10円）　
　全部支給 10,000 円

9,980 円～ 5,000 円　
　一部支給 9,990 円～ 5,000 円 （▲ 10円～０円）　
第 3 子以降加算額 6,000 円 　　　　　9,980�円～
　全部支給 　　　　　5,000 円　

5,990 円～ 3,000 円 5,990 円（▲ 10円）　
　一部支給 5,980 円～ 3,000 円　

　�（▲ 10円～ 0円）　
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高野町地域包括支援センターよりお知らせ

【問い合わせ】地域包括支援センター（高野町役場内）　☎0736－56－2933

○介護・福祉に関する相談日を毎月第2金曜日に設けています。
5月の相談日は12日です。

誰に相談すればいいか分からない問題や、ちょっとした疑問などなんでもかまいま
せん。ご相談のある方は、直接地域包括支援センターにお越しいただくか、もしく
は電話にておたずねください。

■個別相談
キャリアコンサルタントによる「働くことに

関

する相談」、臨床心理士による「こころの相談
」

■出張相談会���毎月 1回　高野町役場

■家庭訪問相談
■各種支援プログラム
コミュニケーションプログラム、就職準備講

座、

パソコン講座、職場見学、職場体験など

■サポステ卒業生ステップアップ支援
仕事の定着への継続サポート

■パソコン（IT）相談も受付中
・ IT 業界で仕事したい
・仕事でパソコンを使うことに不安がある
・ 仕事に役立つパソコンのスキルを身に付
けたい

・ 子どもがインターネットにハマっていて
心配
※�現役の IT 専門家が若者のパソコン（IT）のあらゆる
　悩み相談をお受けします。
※�若者の仕事する内容に限らせていただきます。

相談無料・秘密厳守・要予約 働くことに不安のある無業の若者（15～39歳）の
自立・就業をサポートします。

サポステきのかわは厚生労働省と和歌山県の共働事業です

【日時】　5月19日（金）　13：00～16：00
【場所】　高野町役場　1 階　住民ホール
ご予約の方は、右記連絡先、または高野町福祉保健課までお電話下さい。
来月以降の日程や詳しい内容についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

毎月第三金曜日開催中！
高野町役場サポステ出張相談会

〒648－0073　橋本市市脇1－1－6　JA橋本支店ビル2Ｆ
TEL：0736－33－2900    FAX：0736－33－2910

ＨＰは『sapokino.com』で検索！

【問い合わせ】若者サポートステーション
With You きのかわ

【若　者】
働くことに自信が持てない

�人間関係が苦手

就職活動が面倒

【ご家族・知人】
働いていない子どもの将来が不安

何を考えているのかわからない

親としてどうしていいか分からない

「若者サポートステーションきのかわ」出張相談会開催！
「働きたい」を応援します‼

サポステ支援の内容

日　時：月曜日～金曜日  （祝日・年末年始・警報発令時はお休みします）
　　　　9：00～14：00　　※申し込みは不要です　※時間内の出入りは自由です
場　所：子育て支援センター（高野町保健福祉センター内）
持ち物：水筒、タオル、着替え
お願い：子育て支援センター内での事故やケガにつきましては保護者の方の責任でお願いします。

【問い合わせ】子育て支援センター　☎0736－56－3938

9日（火）
散　　歩

10：00～11：00

10日（水）
園庭遊び

10：00～11：00

18日（木）
小麦粉粘土
10：00～11：00

23日（火）
3B体操

10：00～11：00

25日（木）
場所移動

10：00～11：00

31日（火）
みんなの集い
10：00～11：00

5 月 の 予 定



5月の健康づくり便り

こどもの健康づくり

健
康
診
査
・
相
談

乳幼児健診の対象児 健康相談の対象児 実施日／会　場

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｈ29年 1月生れ

Ｈ28年11月生れ

Ｈ28年 7月生れ

Ｈ27年 9月生れ

Ｈ25年 9月生れ

4ヶ月児
6ヶ月児

10ヶ月児
1歳6ヶ月児
2歳6ヶ月児
3歳6ヶ月児

Ｈ29年 2月生れ
Ｈ28年12月生れ
Ｈ28年 8月生れ
Ｈ27年10月生れ
Ｈ26年10月生れ
Ｈ25年10月生れ

30日（火）
高野町保健福祉センター
○健康相談 10：00 ～ 11：00 

(4,6,10ヶ月児)
※ 上記以外の対象児は、各戸日程

相談のうえ実施。 　　　
○乳幼児健診 13：30 ～ 14：00

 大人の健康づくり

健

康

相

談

会　場　名 実　施　日　時 備　　考
湯川集会所 8日（月）10：00～ 10：30
高野山多目的集会所 8日（月）14：00～ 15：00
神谷多目的集会所 9日（火）10：00～ 10：30 10：30 ～生活リハビリ（500 円）
高根集会所 11日（木）10：00～ 10：30
杖ヶ藪　龍福寺 11日（木）13：30～ 14：00
東細川集会所 16日（火） 9：30～ 10：00
西細川多目的集会所 16日（火）10：10～ 10：40
大滝集会所 16日（火）14：00～ 14：30
相ノ浦集会所 18日（木）10：00～ 10：30 理学療法士が同行します。
下筒香集会所 22日（月） 9：30～ 10：00
上筒香集会所 22日（月）10：20～ 10：50
（旧）筒香小学校 22日（月）11：00～ 11：30
桜茶屋（秋月様宅） 23日（火）12：30～ 13：00
西郷集会所 23日（火）13：10～ 13：40
桜団地集会所 26日（金）13：30～ 15：00
※保健師による相談と簡単な健康チェック（血圧測定、検尿等）を行います。

【問い合わせ】福祉保健課　健康づくり係（保健師）☎0736－56－2933

集団検診のお知らせ
検診名 対象者 受診料 実施日／会場

特定健診

40 ～ 74 歳の国保加入者
（および社会保険の被扶養者） 500 円

5月 10日 (水 )
筒香多目的集会所 

（受付時間　8：30～ 11：00）

※ 協会けんぽや共済組合等の被扶養者については、事前
に加入保険宛てに受診申込みをする必要があります。

肺 / 胃 / 大腸
がん検診 40 歳以上の高野町住民 無　料

受診をご希望の方は、郵送した案内書に附属の申込ハガキのご利用、もしくは、
高野町役場（☎ 0736－56－2933）までお電話をお願いします。

(19) 第34号 平成29年4月28日高　　KOYA　　野

◆人口 3,189人（前月比－ 22）　男 1,541人／女 1,648人　世帯 1,702戸（前月比－ 8）
◆出生　3 人　　◆死亡　1 人　　◆転入　13 人　　　◆転出　37 人

高野町の人口
（3月末日現在）



高野町企画公室／〒 648-0281 高野町大字高野山 636 番地
TEL：0736-56-3000（代表）　FAX：0736-56-4745

発行・編集

こころとからだのセルフケア
春から大勢の人が新生活をスタートさせています。約 1か月ですっかり慣れて楽しく過ごせてる人や、まだまだ慣れ
ずに疲れ気味になっている人、もうだめかもと感じている人など、いろんな気持ちで過ごしている人がいるのではないか
と思います。今回はそんな何となく普段の自分ではないような不調に役立つような＂セルフケア＂についてです。

セルフケアって？ =�自分のできる範囲で自分の面倒を見ること。体はもちろん、こころが疲れた時も、とっても有
効な手段です。しかも早い目にやると、とっても効果があるのです。

　　　　　例えば　�なんだか疲れているし、体がだるい。そして、なんだか寒いようにも思う。だから、今日は温
かくして、消化のよい物を食べて、ゆっくり湯船につかって、早く寝よう。なんてことをして
いると思います。このようなことです。

疲れたとき、つらいときに自分でできることはなんでしょう？
わけもなくイライラしたり、こころがちょっと疲れた時は、思い切って＂こころと体のセルフケア＂をやってみません
か。おすすめは次の 6つです。好きなものを選んで試してみてください。ただし、眠れなくて体がしんどい、食事がう
まく取れないときなどは「運動メニュー」無理にしようと思わないことです。一人で我慢しないで誰かに「ツライよう…」
と愚痴ってみましょう。これもストレス解消法ですよ。

◎体を動かす　　　◎今の気持ちを書いてみる　　◎腹式呼吸をくりかえす　◎なりたい自分に目を向ける
◎音楽を聞いたり、歌を歌おう　◎失敗したら笑ってみる
なかなか改善しないときは思い切って誰かに相談してみましょう。役場や保健所など、公的機関もあります。

平成29年4月28日  第34号  (20)高　　KOYA　　野

高野町長　平野 嘉也

【問い合わせ】福祉保健課 保健師 　☎0736－56－２９３3

5 月号のメッセージ
町民の皆様、春が来ました。新年度がスタートし庁舎内では各職員が精力的に業務に就いています。
平成 29年度はグッドニュースで始まりました。それは京奈和自動車道に岩出市から和歌山市までの区

間が繋がり和歌山県内の紀北道路が全線開通しました。それに加えかつらぎ町と大阪府和泉市を結ぶ国道
480号鍋谷峠道路の開通により高野町と大阪南部が非常に近くなりました。このことにより紀北地域の様々
な流れが新たな段階に入ります。また本年夏ごろに奈良県側の京奈和自動車道の一部が開通すれば今後か

つらぎを交通の要衝として、多くの方が本町に訪れることが予想されます。
これらの道路網の整備で通過点になってしまう地域もあれば、交流人口が増加する地域もあります。本町は確実に後者であ
ります。今後増加するであろう来町者に対して様々な課題を今以上に全体で話し合うことが必要です。本町としては今年度か
ら約 2年間かけて公共施設の集約化に関しての議論も進め、また新たな社会資本整備事業として歴史的風致維持向上計画等を
策定し次世代につなぐ街並み整備等を進めたく思います。道路政策としては矢立⇔大門間の整備で未着手の個所について県な
どに早期着手をお願いし、また奈良県天川村に向けての高野天川線の新構想も粘り強く交渉を進め、将来的に吉野・高野・熊
野を路線としてしっかり繋ぎ、これらの地域の文化、歴史、伝統が繋がることで紀の川エリアの発展にもつながる事かと思い
ます。
そういう将来像等を議会等で発展的議論をしたいのですが、なかなかそういう状態でもありません。3月議会も多くの議員
先生から町の課題に対する質問を頂いておりますが、その約１/３の時間は、遡ること 4年前の平成 25年の富貴地区における
事業を中心とする案件です。もうかれこれ 1年以上町議会で議論されております。過去のことでありますが、私の責任の下で
解決し、一刻も早く町の現課題、将来像をしっかり議員の先生方と議論したく思います。
～以下、議会閉会での挨拶抜粋～
「町に対して様々な事案が降りかかってきております。係争中の事も含めてでございます。
地域の活性化のためには、その地域の住民が手に手を取って一致団結し、我が集落、我が村を伸ばしていこう。そういう気
持ちが無ければ、いくら町が必死に何かしようとしても、逆にその地域の足を引っ張ってしまうのではないのかと、最近よく
思ったりするようになります。主役は当然住民であり、そのお手伝いは町としてはなんらためらうことはありませんが、今後
これらを総合的に判断して、次年度以降予算執行してまいりたいと思います。タウンミーティング等で住民から生の声を毎年
聞き、それを予算に毎年反映し、住民サービスの向上に努めておるところではございますが、今回の様に良かれと思い、その
住民、地区の方々に対して色々な事をしていく中で、今回の係争中になったことに関しては、町として非常に悲しく困惑して
おるところでございます。」
結びになりますが、春本番ではありますが高野町の朝晩はまだまだ寒うございます。町民の皆様におかれましては体調を崩
されませんようご自愛くださいませ。


